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 県内工事  

 

令和７・８年度 

競争入札参加資格審査申請書提出要領 

【令和８年度 追加受付分 （共同受付対応）】 

 

 

 徳島市が発注する建設工事の請負契約に係る入札に参加を希望する者は、次のとおり競争入札参

加資格審査申請書を提出してください。 

 なお、この要領は徳島県内に本社、または本店を有する者のうち、令和７・８年度の競争入札有

資格者名簿に登載されていない者が対象です。 

（県外の業者は、別に要領を定めています。） 

 

１ 共同受付の実施 

  徳島市では、建設工事等における競争入札参加資格審査申請について、平成２７・２８年度の

申請から徳島県との共同受付を実施しています。 

  共同受付における申請書類の提出先や主な流れについては、次のとおりとなりますので、この

要領を確認のうえ、誤りが無いように申請書類を提出してください。 

 

(1) 申請書類の提出先 

  ◆ 共通審査書類 

 概 要  申請書類のうち、徳島県と共通化・単一化した書類 

       （登記事項証明書、社会保険料納入確認書類等） 

 提出先  徳島県の窓口（所轄の各県土整備事務所）  

 

◆ 個別審査書類 

 概 要  共通審査書類以外に、徳島市が資格審査において必要な書類 

          （アドプト事業報告書等） 

 提出先  徳島市総務部契約監理課（徳島市役所６階） 

 

  ※ 徳島市にのみ入札の参加を希望し、徳島県には入札の参加を希望しない場合でも、徳島県

に共通審査書類を提出してください。 

 

(2) 共同受付の流れ 
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２ 申請書受付期間及び資格有効期間 

申請書受付期間 資格有効期間 

令和８年 ７月 １日 ～ 令和８年 ７月１０日 令和８年 ８月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

令和８年 ７月１１日 ～ 令和８年 ８月１０日 令和８年 ９月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

令和８年 ８月１１日 ～ 令和８年 ９月１０日 令和８年１０月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

令和８年 ９月１１日 ～ 令和８年１０月１０日 令和８年１１月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

令和８年１０月１１日 ～ 令和８年１１月１０日 令和８年１２月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

令和８年１１月１１日 ～ 令和８年１２月１０日 令和９年 １月 １日 ～ 令和９年 ５月３１日 

  ※ 徳島県・徳島市ともに上記の受付期間となります。 

    ただし、資格有効期間については、徳島県と異なります。 

  ※ 期間中の土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

 

 

３ 徳島県提出書類（共通審査書類）の提出要領 

  以下は、徳島県に提出する「共通審査書類」についての提出先や申請方法等の主な概要につい

て記載しています。詳しくは⑶に記載している徳島県の担当窓口へお問い合わせください。 

 

(1) 提 出 先  所轄の県土整備事務所 

 

(2) 提出方法  郵送あるいは持参による 

 

(3) 申請書類の作成方法その他の事項 

   共通審査書類の作成方法その他の詳細については、徳島県電子入札ホームページを参照して

いただくか、徳島県の担当窓口へお問い合わせください。 

なお、徳島市への入札参加を希望する場合は、徳島県に提出する競争入札参加資格申請書の

「入札参加希望市町村」の徳島市の欄に○印を必ず記入してください。 

  ◆ 徳島県電子入札ホームページのアドレス 

    https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/ 

  ◆ 徳島県担当窓口の問い合わせ先 

   ○ 徳島県県土整備部 建設管理課 審査担当 

      （電話）０８８－６２１－２５１９・２６２４ 

    ○ 各県土整備事務所（連絡先） 

徳島県土整備事務所（契約・指導担当）       ０８８－６５３－８８４９ 

 徳島県土整備事務所鳴門支所（企画総務担当）  ０８８－６８４－４６２１ 

      吉野川県土整備事務所（総務担当）       ０８８３－２６－３７１１ 

 阿南県土整備事務所（企画担当）        ０８８４－２４－４２１１ 

      阿南県土整備事務所那賀支所（企画・用地担当) ０８８４－６２－００７４ 

https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
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 美波県土整備事務所（企画・用地担当）        ０８８４－７４－７４３５ 

      美馬県土整備事務所（企画担当）             ０８８３－５３－３４０７   

三好県土整備事務所（企画担当）              ０８８３－７６－０６０５ 

 

 

４ 徳島市提出書類（個別審査書類）の提出要領 

  以下は、徳島市に提出する「個別審査書類」の提出先や申請書類等の内容を記載しています。 

なお、下記提出書類Ｎｏ．②～⑧の全ての書類の提出を要しない場合は、Ｎｏ．①の書類

も含め、徳島市への書類の提出は必要ありません。この場合は、共同受付における共通審査

書類のみ、徳島県へ提出してください。 

 (1) 提 出 先  徳島市総務部契約監理課（工事契約担当） 

         【住 所】〒７７０－８５７１ 徳島市幸町２丁目５番地（徳島市役所６階） 

         【電 話】０８８－６２１－５３２６・５３２７ 

 

(2) 提出方法  郵送あるいは持参による（ただし、書類不備の場合は受理しません。） 

         ※ 持参の場合の受付時間は、午前９時から午後４時３０分まで（正午から午

後１時までの間は除きます。）となります。 

         ※ 郵送の場合は、各受付期間の最終日までの消印有効となります。 

 

(3) 提出書類 

  ア 徳島市への提出書類一覧 

No. 提 出 書 類 名 

①  提出書類一覧表（個別審査書類） 【徳島市様式】    

②  アドプト事業報告書 【徳島市様式第９号】 

③  防災協定の締結を証明する書類 （写し可） 

④  特殊機械所有状況等報告書（舗装工事用） 【徳島市様式第 10 号】    

⑤ 特殊機械所有状況等報告書（法面処理工事用） 【徳島市様式第 11 号】 

⑥  特殊機械所有状況等報告書（道路区画線工事用） 【徳島市様式第 12 号】 

⑦  特殊機械所有状況等報告書（機械器具設置工事用） 【徳島市様式第 13 号】 

⑧ 
 建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する資格等    

取得者届出表（解体工事）                 【徳島市様式】 

 

  イ 提出書類の作成にあたって 

   ◆ Ｎｏ．②～⑧の書類のうち、いずれかの書類の提出がある場合は、Ｎｏ．①の書類もあ

わせて提出してください。 

◆ Ｎｏ．④～⑧の書類は、舗装・法面処理・道路区画線・機械器具設置・解体工事のいず

れかを希望する場合のみ提出してください。上記工種を希望しない場合は提出が不要です。 

   ◆ 上記の提出書類一覧表の順番どおりホッチキスで綴じて、１部提出してください。 
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   ◆ 提出書類に虚偽の記入をした者は、競争入札に参加できなくなるので、必ず事実に基づ

いて記入してください。 

 

  ウ 提出書類様式のダウンロード先 

    徳島市ホームページの「入札・契約情報」→「入札情報（建設工事・建設工事関連業務委

託等」→「競争入札参加資格審査申請（工事等）」→「競争入札参加資格審査申請手続きの

お知らせ（建設工事）」のページに掲載しています。 

   （アドレス） 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku

/shinsei_kouji.html 

    ※ 提出書類様式については、徳島市総務部契約監理課においても配布しています。 

  エ 個別審査書類の受付受理書 

    会社の控えとして受付印が必要な場合は、各自で受理書や申請書の写し等を準備の上、上

記の提出書類と一緒に提出してください。郵送により受理書等の送付を希望する場合は、切

手を貼付した返信用封筒もあわせて提出してください。 

 

(4) 提出書類の作成方法 

  ① 提出書類一覧表（個別審査書類） 【徳島市様式】 

・提出書類のＮｏ．②～⑧のいずれかの書類の提出がある場合は、提出してください。 

・Ｎｏ．②～⑧の全ての書類の提出を要しない場合は、この書類を含め、徳島市への書類

の提出は必要ありません。（この場合は、共同受付における共通審査書類のみ徳島県へ

提出してください。） 

  ② アドプト事業報告書 【徳島市様式第９号】 

    ・徳島市、徳島県及び国において実施している土木施設に関するアドプト事業に、企業と

して参加している場合のみ提出してください。 

     （アドプト事業例･･･県ＯＵＲロードアドプト事業［徳島県］、みちピカ事業［徳島市］） 

    ・アドプト事業参加に係る協定書や覚書、または認定書等の写しを添付してください。 

     協定書等の有効期間が終了している場合、または過去に認定等を受けているが有効期間

の記載がない場合は、活動計画書、活動報告書及び活動状況の写真もあわせて提出して

ください。 

    ・対象の事業は、活動日が令和７年１月１日から令和７年１２月３１日までのものです。 

     

  ③ 防災協定の締結を証明する書類 

    ・国、地方公共団体及び特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律第２条第１項に規定する特殊法人等）との間で、防災活動に関する協定を締結してい

る場合のみ、次のいずれかの書類を提出してください。 

      ア 防災協定書の写し 

      イ 所属している団体の代表者が発行している証明書の写し  

④ 特殊機械所有状況等報告書（舗装工事用） 【徳島市様式第 10 号】 

    ・舗装工事を希望する場合は、提出してください。 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku/shinsei_kouji.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku/shinsei_kouji.html
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※ 舗装工事を希望しない場合や徳島市外に主たる営業所がある者は、提出は不要です。 

    ・各特殊機械の保有状況について、保有欄に〇を入れ、保有する特殊機械の写真及び車検

証、特定自主検査記録表（報告書）の写しを台紙に貼付して提出してください。 

    ・いずれの特殊機械も保有していない場合は「該当なし」に〇を入れて提出してください。 

 

⑤ 特殊機械所有状況等報告書（法面処理工事用） 【徳島市様式第 11 号】 

    ・法面工事を希望する場合は、提出してください。 

※ 法面工事を希望しない場合や徳島市外に主たる営業所がある者は、提出は不要です。 

    ・特殊機械の保有状況について記入の上、保有する特殊機械の写真を台紙に貼付して提出

してください。 

    ・いずれの特殊機械も保有していない場合は「該当なし」と記入して提出してください。 

 

⑥ 特殊機械所有状況等報告書（道路区画線工事用） 【徳島市様式第 12 号】 

    ・道路区画線工事を希望する場合は、提出してください。 

※ 道路区画線工事を希望しない場合や徳島市外に主たる営業所がある者は、提出は不要

です。 

    ・各特殊機械の保有状況について、保有欄に〇を入れ、保有する特殊機械の写真を台紙に

貼付して提出してください。 

・ニーダー車を保有している場合、車検証の写しを台紙に貼付して提出してください。 

    ・いずれの特殊機械も保有していない場合は「該当なし」に〇を入れて提出してください。 

 

⑦ 特殊機械所有状況等報告書（機械器具設置工事用） 【徳島市様式第 13 号】 

    ・機械器具設置工事を希望する場合は提出してください。 

※ 機械器具設置工事を希望しない場合や徳島市外に主たる営業所がある者は、提出は不

要です。 

    ・各特殊機械の保有状況について、保有欄に〇を入れ、保有する特殊機械の写真を台紙に

貼付して提出してください。 

    ・車検証、特定自主検査記録表（報告書）及びクレーンの設置に関する書類（クレーン検

査証等）について、該当する特殊機械を所有している場合は、その写しを台紙に貼付し

て提出してください。 

    ・いずれの特殊機械も保有していない場合は「該当なし」に〇を入れて提出してください。 

 

⑧ 建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する資格等取得者届出表（解体工事）【徳

島市様式】 

・解体工事を希望する場合は提出してください。 

  ※解体工事を希望しない場合や徳島市外に主たる営業所がある者は、提出は不要です。 

・石綿障害予防規則第１９条に規定されている石綿作業主任者（旧特定化学物質等作業主

任者）技能講習を修了した者を記入してください。 

・該当者がいない場合も、「無」に丸をして提出してください。 

ア 石綿作業主任者の修了証の写し 

・「建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する資格等取得者届出表」に記入し
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た資格等取得者の順に、修了証の写しを並べて添付してください。 

イ 石綿作業主任者の雇用を証明する書類の写し 

・「建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する資格等取得者届出表」に記入し

た者の厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の雇用を証明する書類の写しを添付

してください。 

※ 被保険者証の写しを添付する際は、被保険者記号・番号等を見えないようにして提出

してください。 

 

 

５ 資格の認定及び競争入札参加資格有資格者名簿への登載について 

資格審査の結果、入札に参加する資格を有すると認められた者については、資格に関する格付

けを行い、競争入札参加資格有資格者名簿に登載します。 

なお、令和７・８年度定時受付から競争入札参加資格有資格者名簿への登載について、資格認

定通知書の送付は廃止されました。競争入札参加資格有資格者として認められた者があれば、登

載された競争入札有資格者名簿の徳島市ホームページにて公開を行います。各有効期間の当初に

公開を予定していますので、インターネット上での資格確認をお願いいたします。 

 

 

６ 申請書提出後の手続きその他の連絡事項 

(1) 変更届の提出について 

   競争入札参加資格審査申請書提出後、代表者や住所の変更等または合併等があった場合は、

必要書類を添付のうえ、すみやかに変更届を提出してください。 

  ◆ 変更届のダウンロード先 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku/

henkou.html 

  ◆ 変更届に関しては徳島県との共同受付を実施していませんので、徳島市の競争入札参加資

格を有している者の変更届は、必ず徳島市総務部契約監理課へ提出してください。 

 

(2) 市内業者の指名競争入札への参加について 

   徳島市内に本社、または本店を有する者で、指名競争入札において指名を受けていない者は、

競争入札参加資格審査申請とは別に、『新規指名要望書』を提出してください。 

  ア 『新規指名要望書』の提出が必要な業者 

   ① 徳島市から指名競争入札において指名を受けていない。 

   ② 徳島市の競争入札有資格者名簿に登載されてから、１年以上経過している。 

   ③ 徳島市内に建設業法上の主たる営業所（本店）を有してから、１年以上経過している。 

   ④ 過去３年以内にその工種に係る公共工事（国、徳島県等）の実績がある。（下請けでも可） 

   ※ 既に指名を受けている方は、提出の必要はありません。ただし、指名を受けていない工

種があれば、その工種の『新規指名要望書』の提出が必要となります。 

  

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku/henkou.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/sanka_shikaku/henkou.html
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 イ 『新規指名要望書』の受付工種 

 建設業法別表第１に定める２９工種 

 下水修繕（管更生）工事 交通安全施設工事 

 浄化槽設置工事  空調工事 

 ポンプ工事  道路区画線工事 

排水設備工事 法面処理工事 

   ※ 各工種の指名の条件となる資格等については、徳島市総務部契約監理課までお問い合わ

せください。 

ウ 『新規指名要望書』の様式 

   徳島市ホームページの「入札・契約情報」→「入札情報（建設工事・建設工事関連業務委託

等」→「入札・契約に関する要綱・基準等（工事等）」→「建設工事の指名競争入札に係る指

名業者選定運用基準」の１２ページから１６ページの様式を使用してください。 

  （アドレス） 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/youkou.html 

 

 

【問い合わせ先】 

 徳島市総務部契約監理課（工事契約担当） 

 （住所）〒７７０－８５７１ 徳島市幸町２丁目５番地（徳島市役所６階） 

 （電話）０８８－６２１－５３２６・５３２７ 

 

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/youkou.html

